
議案第17号 枚方市教育委員会庁内委員会規程の一部改正について

議案第16号
議会の議決事項（令和５年度補正予算（第５号）（教育関係）について）の意思決定につ
いて

○開催日時  令和５年（2023年）９月12日　午前10時00分から
○開催場所　輝きプラザきらら３階　教育委員会室

令和５年（2023年）第9回 枚方市教育委員会

定　　例　　会　　　議　　案　　書

（追　加）

案  件  名



 
  



 
  



 



議案第17号 

枚方市教育委員会庁内委員会規程の一部改正について 

標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員会

規則第２号）第２条第１項第12号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求める。 

令和５年（2023年）９月12日 

枚方市教育委員会 
教育長 尾川 正洋 

１．内容 

次ページのとおり 
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枚方市教育委員会規程第 号 

枚方市教育委員会庁内委員会規程の一部を改正する規程 

 枚方市教育委員会庁内委員会規程（平成26年枚方市教育委員会規程第２号）の一部を次のように

改正する。 

別表に次のように加える。 

ネ ク ス

ト ・ ギ

ガ ・ リ

プ レ イ

ス 検 討

委 員 会

児童及び生徒に貸

与している学習用

端末の更新その他

学校教育における

情報化の推進のた

めの施策について

検討するため。 

⑴ 児童及び生徒に貸与し

ている学習用端末の更新

に関することその他学校

教育における情報化の推

進のための施策に関する

こと。

⑵ 前号に掲げるもののほ

か、教育長が必要と認め

る事項に関すること。

学校教育

部長 

総合政策

部長 

学校教育

部学校教

育室教育 

研修課 

 附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 
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枚方市教育委員会庁内委員会規程の一部改正について 

新（改正後） 旧（現行） 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

名称 目的 担任事務 委員長 副委員長 所管部署 

      
 

名称 目的 担任事務 委員長 副委員長 所管部署 

      
 

      

中 学 校

部 活 動

の 在 り

方 検 討

委 員 会 

【略】 【略】 【略】 【略】 【略】 

ネ ク ス

ト ・ ギ

ガ・リプ

レ イ ス

検 討 委

員会 

児童及び生徒

に貸与してい

る学習用端末

の更新その他

学校教育にお

ける情報化の

推進のための

施策について

検討するため。 

⑴ 児童及び生徒

に貸与している

学習用端末の更

新に関すること

その他学校教育

における情報化

の推進のための

施策に関するこ

と。 

⑵ 前号に掲げる

もののほか、教育

長が必要と認め

る事項に関する

こと。 

学校教育

部長 

総合政策

部長 

学校教育

部学校教

育室教育

研修課 

  

      

中 学 校

部 活 動

の 在 り

方 検 討

委 員 会 

【略】 【略】 【略】 【略】 【略】 
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